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当医師会では多くの先生方が診療・検査医療機関の指定を受けていただいています。本当にあ

りがとうございます。この実績を持って、先日開催された圏域でのこの冬の診療体制を検討する

会議で、我々診療所も、できる範囲で発熱や風邪症状の患者さんの診療を行うので、病状の少し

重い患者さんや診断に困るケースなど、診療所からの紹介を受けていただくように、地域の病院

も体制を強化していただくようにお願いして参りました。 

さて、指定医療機関の先生方のところには指定通知と一緒に、外来診療・検査体制確保事業の

補助金についての案内が同封されていたと思います。この補助金について、複雑で色々不明な点

もあったので、厚労省のコールセンターに問い合わせをしました（超絶電話はつながりにくいで

す）。Q and Aを以下にお示しします。他にも先生方で問い合わせされて分かったことなどあれば、

皆さんで共有したいと思いますので、是非医師会にご報告いただきますようお願いいたします。 

 

Q１．指定医療機関の中には、自院では検査は施行せず必要なら紹介する医療機関や、迅速抗原検

査は施行せず、唾液検査（PCRや抗原定量検査 外注）のみ行う医療機関もあるが、全ての

指定医療機関が補助金申請できるのか？ 

A１．できます 

 

Q２．指定医療機関の中には、構造上などの理由で、発熱患者専用の診察室を確保することはでき

ず、また完全に時間を分けて発熱患者の診療を行うことは不可能なことから、通常診療の途

中でも、状況によっては駐車場で車に乗ったままで診療（必要に応じて検査）を行うところ

もあるが、このような場合も補助金の申請はできるのか？ 

A２．できます 

 

Q３．指定医療機関の中には、構造上などの理由で、発熱患者専用の診察室を確保することはでき

ず、比較的安全な唾液検体の採取や鼻腔前庭拭いを患者さん自身でやっていただくことを、

処置室の一画をカーテンやパーテーションで区切って行うような場合もあるが、補助金の申

請はできるのか？ 

A３．できます 

 

Q４．上記 2 つのような場合の交付申請書への記載について、駐車場での診療や、処置室の一画

のスペースを、診察室①などとして記載すればいいのか？ 

A４．そうです 

 



Q５．県の意向調査で、他院からや相談センターからの紹介は受け入れず、かかりつけ患者のみ受

け入れる、とした指定医療機関は、発熱患者の上限を 5 人として申請するということか？ 

A５．そうです 

 

Q６．今回の補助金は 3 月末までの見込み患者数から請求額を計算して、概算払いされるものと

なっている。交付申請書の記載について、基準患者数（5 人ないし 20 人上限）と想定患者

数との差から計算することになっているが、想定患者数なるものは全く予想できない。申請

時点では、それこそ適当に、5 人の日もあれば 0 人の日もあるだろうし、平均すれば午前 1

人＋午後 1 人で 1 日 2 人くらいか、という感じで申請書を作成するのか？ 

A６．そうなります 

 

Q７．上記の場合、あとで実績報告をする際に、あまりにも解離が大きい場合には返金したりする

こともあるのかもしれないが、そのような場合の税金のこと（修正申告が必要になるのか）

はどうなるのか？ 

A７．税金の扱いについて、まだ詳細は分かりません 

 

Q８．指定医療機関は毎日の COVID-19 陽性患者数などを県に報告することになっているが、そ

の数字は本補助金制度の実績報告とリンクしたりするのか？ 

A８．分かりません 

 

Q９．発熱患者の診療とは、抗原検査や PCR検査などを行わずに投薬するだけの場合も、専用診

察室や駐車場で診療した場合患者数として考えるのか（想定患者や実績報告の際）？ 

A９．そうです 

 

Q10．明らかな胃腸炎や尿路感染症などの熱発患者は、本補助金の発熱患者としては考えなくて

よいか？ 

A10．そうです 

 

Q11．上気道炎症状の発熱患者の診療で、検査などはせずに投薬を行うような場合、その保険診療

点数よりも、補助金として 13447 円もらった方が医療機関としての入りは大きくなるわけ

だが、そのあたりは（申請の仕方や実績報告に関して）我々の良心に任せるということか？

（レセプトデータなどとの突合まではされないのか？） 

A11．そういうことになるかと思います 

 

Q12．診療所が休みの、日曜、祭日、年末年始などは地域の病院が発熱患者の診療・検査を担うこ

とになるが、病院が休日に診療・検査体制を整備している場合、本補助金の対象になるか？ 

A12．診療・検査医療機関に指定されていれば、補助金の対象になります 

 

※当医師会会員サイトの「FAX 資料」に登載し更新していきますので、適宜確認ください。 


